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熊本県宇土半島のクリハラリス（タイワンリス）の根絶のための	 

緊急対策についての再度の要望書	 

日本哺乳類学会 
 
	 クリハラリス Callosciurus erythraeus は「特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律（外来生物法）」により特定外来生物に指定されているリス科の

動物です。適応力と繁殖力が強く、温暖な地方では年３回繁殖することがあるため、

急速に個体数を増加させます。果実や種子、樹皮等を食物とするため、果樹や樹木に

深刻な食害を引き起こします。 
 
	 これまでの調査により、クリハラリスの分布はすでに宇土半島の東部にまで及んで

いることが明らかとなりました。本種が国道３号線を越え、宇土半島から逸出するお

それが高まっています。また、橋を渡り、戸馳島に渡ったことが明らかとなり、天草

諸島への分布拡大も懸念されています。 
 
	 他の地域、たとえば長崎県の福江島では、これまでに累計２億円弱、壱岐では約１

億円の森林被害が発生しています。ただし、これらは島であり他の地域への逸出は起

きていません。これに対して、神奈川県や静岡県では分布域が拡大し、それに伴い、

果実類を中心に深刻な農作物被害が発生している地域の拡大、駆除数の増加が続いて

います。こうした事例から、このまま事態を放置し、宇土半島の外に分布が拡大すれ

ば、県内各地で農作物（とくに柑橘類）や植林木、生態系に広範な影響が及び、これ

までよりもはるかに大きな経済的損失の生じることが予想されます。 
 
	 2010年度以降、宇城地域振興局と宇城市、宇土市両市により、外来生物法の下で防
除の取り組みが行われ、5,000 頭を超えるクリハラリスが捕獲されたことは、本種の
根絶に向けての大きな前進と評価されます。しかし、分布の拡大を阻止できておらず、

これまでの取り組みが必ずしも十分であったとは言えません。また、広域的な分布拡

大を阻止するためには、市町村レベルでの捕獲努力の増大のみならず、県レベルでの

監視及び捕獲体制の構築が必要であり、かつ、これらを効果的に機能させるためには、

県の強いリーダーシップが求められます。 
 
	 外来種管理では、できるだけ早期に徹底した対策を取ることが重要です。対策の遅

れは繁殖の機会を増やし、個体数増大、分布拡大につながります。先延ばしをすれば



するほど根絶はより困難になり、管理のための経費や労力も増大します。 
 
	 以上のことから、緊急に、宇土半島にクリハラリスを封じ込め、根絶するための対

策を実行する必要があります。特に下記の点に留意して対策をとられることを強く要

望します。 
 
１.	 封じ込めのための分布最前線における対策の実施	 

	 もし、宇土半島への封じ込めに失敗した場合は、熊本県のみならず九州他県にも分

布が広がり、甚大な被害の生じる可能性があります。分布拡大を阻止し、半島からの

逸出を未然に回避するために、県が主体となって分布の最前線において徹底したモニ

タリングを行い、発見された場合には早急に排除のための捕獲活動を行う必要があり

ます。 
 
２.	 根絶を目標とすること	 

	 繁殖力と適応力に優れたクリハラリスは、少数であっても野外に残存すれば、個体

数をすぐに回復させます。このため、根絶を目標に設定し、すべてのクリハラリスを

捕獲し排除することが必要です。個体を捕りつくさない場合、被害対策のための駆除

を永久に続けることが必要になります。また、他地域への逸出のおそれが常に存在し

続けることになります。 
 
３.	 捕獲専従チームの設立と予算措置	 

	 これまでの約３年間で、捕獲報奨金制度等により 5,000頭を超える捕獲を達成でき
たことは大きな成果です。しかし、生息密度が捕獲によって低下した地域あるいはも

ともと低い地域においては、努力の割りに捕獲数が少なくなるため、捕獲意欲の維持

が難しく、報奨金制度には十分な効果が期待できません。根絶のためには、低密度に

なっても常に増加率を上回る捕獲圧をかけ続けることが必須です。したがって、給与

制の捕獲専従チームを設立し、低密度地域や分布の最前線において継続的な捕獲活動

を実施すること、また、そのための十分な予算措置が必要です。 
以上 

 
 




